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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第５部門第１区分
【発行日】令和1年10月31日(2019.10.31)

【公開番号】特開2018-119521(P2018-119521A)
【公開日】平成30年8月2日(2018.8.2)
【年通号数】公開・登録公報2018-029
【出願番号】特願2017-13325(P2017-13325)
【国際特許分類】
   Ｆ０４Ｃ  18/02     (2006.01)
   Ｆ０４Ｃ  27/00     (2006.01)
   Ｆ０４Ｃ  29/00     (2006.01)
   Ｆ１６Ｊ  15/3232   (2016.01)
【ＦＩ】
   Ｆ０４Ｃ   18/02     ３１１Ｖ
   Ｆ０４Ｃ   18/02     ３１１Ｂ
   Ｆ０４Ｃ   27/00     ３３１　
   Ｆ０４Ｃ   29/00     　　　Ｂ
   Ｆ０４Ｃ   29/00     　　　Ｄ
   Ｆ０４Ｃ   29/00     　　　Ｕ
   Ｆ１６Ｊ   15/3232   ２０１　

【手続補正書】
【提出日】令和1年9月17日(2019.9.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　作動流体を圧縮する圧縮室を有する一対のスクロール部材と、
　前記一対のスクロール部材を収容するハウジングと、
　圧縮された前記作動流体を前記圧縮室から吐出するとともに前記ハウジングに対して軸
線回りに回転する吐出筒と、
　前記吐出筒の外周面に対して接触してシールするシール部材と、
を備え、
　前記吐出筒は、アルミ合金製とされ、前記シール部材に接触する前記外周面に、耐摩耗
部を備えていることを特徴とするスクロール型圧縮機。
【請求項２】
　前記吐出筒を前記ハウジングに対して回転可能に支持する軸受を備え、
　前記シール部材は、前記軸受よりも前記吐出筒の先端側に配置され、
　前記吐出筒は、前記軸受に支持される支持位置よりも先端側の外径が、該支持位置にお
ける外径よりも小さいことを特徴とする請求項１に記載のスクロール型圧縮機。
【請求項３】
　前記吐出筒を前記ハウジングに対して回転可能に支持する軸受を備え、
　前記シール部材は、前記軸受よりも前記吐出筒の先端側に配置され、
　前記耐摩耗部は、前記吐出筒の先端に取り付けられた円筒部材とされ、
　前記耐摩耗部の外径は、前記吐出筒が前記軸受に支持される支持位置における外径より
も大きいことを特徴とする請求項１に記載のスクロール型圧縮機。
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【請求項４】
　駆動部によって回転駆動される駆動軸を備え、
　前記一対のスクロール部材として、前記駆動軸に連結されて回転運動を行う駆動側スク
ロール部材と、前記駆動側スクロール部材から動力が伝達されて回転運動を行う従動側ス
クロール部材と、を備えた両回転スクロール型圧縮機とされていることを特徴とする請求
項１から３のいずれかに記載のスクロール型圧縮機。
【請求項５】
　作動流体を圧縮する圧縮室を有する一対のスクロール部材と、
　前記一対のスクロール部材を収容するハウジングと、
　圧縮された前記作動流体を前記圧縮室から吐出するとともに前記ハウジングに対して軸
線回りに回転する吐出筒と、
　前記吐出筒を前記ハウジングに対して回転可能に支持する軸受と、
　前記軸受よりも前記吐出筒の先端側に配置され、前記吐出筒の外周面に対して接触して
シールするシール部材と、
を備え、
　前記吐出筒は、アルミ合金製とされ、前記シール部材に接触する前記外周面に耐摩耗部
を備えるとともに、前記軸受に支持される支持位置よりも先端側の外径が、該支持位置に
おける外径よりも小さくされたスクロール型圧縮機の組立方法であって、
　前記軸受に対して前記吐出筒の先端を挿入した後に該吐出筒と該軸受とを位置決めする
ことを特徴とするスクロール型圧縮機の組立方法。
【請求項６】
　作動流体を圧縮する圧縮室を有する一対のスクロール部材と、
　前記一対のスクロール部材を収容するハウジングと、
　圧縮された前記作動流体を前記圧縮室から吐出するとともに前記ハウジングに対して軸
線回りに回転する吐出筒と、
　前記吐出筒を前記ハウジングに対して回転可能に支持する軸受と、
　前記軸受よりも前記吐出筒の先端側に配置され、前記吐出筒の外周面に対して接触して
シールするシール部材と、
を備え、
　前記吐出筒は、アルミ合金製とされ、前記シール部材に接触する前記外周面に耐摩耗部
を備え、
　前記耐摩耗部は、前記吐出筒の先端に取り付けられた円筒部材とされたスクロール型圧
縮機の組立方法であって、
　前記軸受に対して前記吐出筒の先端を挿入した後に、前記円筒部材を前記吐出筒の先端
に取り付けることを特徴とするスクロール型圧縮機の組立方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　上記課題を解決するために、本発明のスクロール型圧縮機およびその組立方法は以下の
手段を採用する。
　すなわち、本発明にかかるスクロール型圧縮機は、作動流体を圧縮する圧縮室を有する
一対のスクロール部材と、前記一対のスクロール部材を収容するハウジングと、圧縮され
た前記作動流体を前記圧縮室から吐出するとともに前記ハウジングに対して軸線回りに回
転する吐出筒と、前記吐出筒の外周面に対して接触してシールするシール部材とを備え、
前記吐出筒は、アルミ合金製とされ、前記シール部材に接触する前記外周面に、耐摩耗部
を備えていることを特徴とする。
【手続補正３】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　また、本発明のスクロール型圧縮機の組立方法は、作動流体を圧縮する圧縮室を有する
一対のスクロール部材と、前記一対のスクロール部材を収容するハウジングと、圧縮され
た前記作動流体を前記圧縮室から吐出するとともに前記ハウジングに対して軸線回りに回
転する吐出筒と、前記吐出筒を前記ハウジングに対して回転可能に支持する軸受と、前記
軸受よりも前記吐出筒の先端側に配置され、前記吐出筒の外周面に対して接触してシール
するシール部材とを備え、前記吐出筒は、アルミ合金製とされ、前記シール部材に接触す
る前記外周面に耐摩耗部を備えるとともに、前記軸受に支持される支持位置よりも先端側
の外径が、該支持位置における外径よりも小さくされたスクロール型圧縮機の組立方法で
あって、前記軸受に対して前記吐出筒の先端を挿入した後に該吐出筒と該軸受とを位置決
めすることを特徴とする。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　また、本発明のスクロール型圧縮機の組立方法は、作動流体を圧縮する圧縮室を有する
一対のスクロール部材と、前記一対のスクロール部材を収容するハウジングと、圧縮され
た前記作動流体を前記圧縮室から吐出するとともに前記ハウジングに対して軸線回りに回
転する吐出筒と、前記吐出筒を前記ハウジングに対して回転可能に支持する軸受と、前記
軸受よりも前記吐出筒の先端側に配置され、前記吐出筒の外周面に対して接触してシール
するシール部材とを備え、前記吐出筒は、アルミ合金製とされ、前記シール部材に接触す
る前記外周面に耐摩耗部を備え、前記耐摩耗部は、前記吐出筒の先端に取り付けられた円
筒部材とされたスクロール型圧縮機の組立方法であって、前記軸受に対して前記吐出筒の
先端を挿入した後に、前記円筒部材を前記吐出筒の先端に取り付けることを特徴とする。
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